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今回の会員限定コンテンツ閲覧のユーザー名とパスワードは  

ユーザー名／  
パスワード／                       です。  

※有効期限：令和３年５月31日  

※詳細は当協会ホームページをご覧ください。  

「スピードダウン！ ゆっくり走ろう！ 運動」実施中！！「スピードダウン！ ゆっくり走ろう！ 運動」実施中！！
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行　　事

支　　部 開催日 場　　　所 内　　　　　容

第 一
3 月 3 日
3 月11日

中区錦3丁目
西警察署署長室

ひし形マーク周知徹底キャンペーン（名中会）
サイン版贈呈及び感謝状授与式（名西会）

支　　部 開催日 場　　　所 内　　　　　容

第 一 3 月11日 西区天神山町 サイン版啓発活動（名西会）

立哨活動

講 習 会
支　　部 開催日 場　　　所 内　　　　　容タ イ ト ル

第 二

知 多

3 月12日
3 月24日
3 月19日

中部交通共済協同組合
愛知県トラック会館
半田市福祉文化会館

事故防止研修会
SDGs研修会
標準的運賃告示セミナー

講師に川谷潤太氏を迎え精神面から事故を防止する方法について講演頂いた。
講師に中交協を迎え運送業に特化したSDGs項目について講演頂いた。
講師に愛知運輸支局 鈴木隆史氏を迎え標準的な運賃告示制度について講演頂いた。

第二　中部交通共済協同組合 知多　半田市福祉文化会館第二　愛知県トラック会館

第一　西警察署署長室第一　中区錦3丁目

第一　西区天神山町





















             

第５０回（令和３年度）近代化基金融資申込公募（推薦）要綱

償還期間１０年以内の対象物









11．



第１１回（令和３年度）ポスト新長期規制適合車導入に係る近代化基金

融資申込公募（推薦）要綱

１．融  資  枠

２．公募期間

３．融資対象者

  １） 個別企業

４．融資対象物

  １） ポスト新長期規制適合車の新車購入に要する資金



５．融資条件

  １） 融資限度額

  ２） 融資の利率

  ３） 償還期間及び据置期間

  ４） 担保及び保証人

  ５） 購入代金の支払方法

６．貸出利率

７．取扱金融機関



８．申込方法

１ 申込方法

２） 申込用紙の配付方法

９．審査及び推薦決定の流れ

１） 受  付

２） 承  認

３） 決  定

10．遵守事項  

  １） 遵守事項

  ２） 設備完成後の手続き

  ３） 事業計画の変更



  ４） 商工中金との取引資格

11．問い合わせ先  
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令和 3年度 警察関係表彰のお知らせ 
 

優良運転者・県警本部長表彰候補者の推薦について（１事業者２名以内） 

 この表彰は、県警本部長並びに県交通安全協会長の連名により表彰が行われるものです。 

○推薦条件（R03.4.30起算） 

運 転 経 験 １０年以上（H23.4.30 以前から） 

営業用トラック運転  ８年以上（H25.4.30 以前から） 

無 事 故 ・ 無 違 反 ８年以上（H25.4.30 以前から） 

そ の 他 

１． 主たる運転地が愛知県内であること 

２． 愛知県又は岐阜、三重、静岡県の居住者で愛知県内の事業所 

 勤務の者 

３． 本表彰を過去において受賞した者は重複受賞不可 

 

 

交通栄誉章『緑十字銅章』候補者の推薦について（１事業者２名以内） 

 この表彰は、過去に上記の県警本部長表彰を受賞された方であり、引き続き無事故・無違反、かつ

日常の勤務成績優秀な営業用トラック運転者を対象に表彰が行われるものです。 

○推薦条件（R03.4.30起算） 

運 転 経 験 １５年以上（H18.4.30 以前から） 

営業用トラック運転 １３年以上（H20.4.30 以前から） 

無 事 故 ・ 無 違 反 １３年以上（H20.4.30 以前から） 

県 警 本 部 長 表 彰 平成２７年度以前に受賞 

そ の 他 

１． 主たる運転地が愛知県内であること 

２． 愛知県又は岐阜、三重、静岡県の居住者で愛知県内の事業所 

 勤務の者 

３． 本表彰を過去において受賞した者は重複受賞不可 

 

 

中部管区警察局長表彰候補者の推薦について（１事業者２名以内） 

 この表彰は、過去に上記の交通栄誉章『緑十字銅章』を受賞された方であり、引き続き無事故・無

違反、かつ日常の勤務成績優秀な営業用トラック運転者を対象に表彰が行われるものです。 

○推薦条件（R03.4.30起算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 転 経 験 ２０年以上（H13.4.30 以前から） 

営業用トラック運転 １８年以上（H15.4.30 以前から） 

無 事 故 ・ 無 違 反 ８年以上（H25.4.30以前から） 

緑 十 字 銅 章 平成２７年度以前に受賞 

そ の 他 

１． 主たる運転地が愛知県内であること 

２． 愛知県又は岐阜、三重、静岡県の居住者で愛知県内の事業所 

 勤務の者 

３． 本表彰を過去において受賞した者は重複受賞不可 



１．各表彰の提出書類 

① 推薦名簿（Excel）・・・・・１部 

② 経 歴 書（Excel）・・・・・推薦者１人につき推薦表彰様式１部 

〔本部長表彰(様式第１）、緑十字銅章(様式第２）、中部管区(様式第３）〕 

③ 無事故・無違反証明書（原本）・・・推薦者１人につき１部 

 

※【①推薦名簿】と【②経歴書】の様式は、愛ト協ホームページからダウンロードしてください。 

※年齢は令和３年９月１６日時点での満年齢を記入してください。 

※【③無事故・無違反証明書】は、令和３年４月１日以降に自動車安全運転センターへ申請願いま

す。なお、運転記録証明書は不可となります。 

 

２．提出書類入力の注意事項 

・入力事項に誤りがないよう必ずご確認の上、正確に入力して下さい。 

・【②経歴書】に記載されている順位の欄は入力しないで下さい。 

・各表彰の推薦は、１事業者２名までといたします。 

 

３．提出方法と提出期限 

※書類によって、提出方法が異なるのでご注意ください。 

 

【①推薦名簿】と【②経歴書】は・・・ 

Excel形式のまま指定アドレス award@aitokyo.jpにご送信下さい。 

 

【③無事故・無違反証明書】は・・・ 

下記の住所まで原本を郵送してください。 

（〒467-8555 名古屋市瑞穂区新開町１２－６ (一社)愛知県トラック協会 総務課） 

 

提出期限：令和 3年 5月 21日（金） 

 

４．受賞者決定の時期と通知 

・受賞者の決定は９月中旬の予定です。 

・事業者宛に１０月中旬頃、受賞のみの通知をいたします。 

・各表彰とも、推薦条件を満たしているものは全て警察本部へ提出致しますが、審査決定は同本

部で行われますので、ご期待に添えない場合がございます。 

 

５．問い合わせ先 

 

 (一社)愛知県トラック協会 総務課 

 〒467-8555 名古屋市瑞穂区新開町１２－６ 

指定 Email:award@aitokyo.jp 

（メールにて提出） 

（郵送にて提出・コピー不可） 

（メールにて提出） 



愛知県貨物自動車運送適正化事業実施機関　

巡回件数
件　　数

通常
59

新規
84

特別
2

霊柩・急便
0

合計
145

○通常巡回・・・年度計画に基づき実施する巡回指導（Ｇマーク事業所に係る巡回指導を含む）
○新規巡回・・・新規許可事業所又は事業計画変更認可となった新設事業所に実施する巡回指導
○特別巡回・・・運輸支局より情報提供又は労働局通報による巡回指導

○　総合評価は巡回指導指針に従い、確認した調査項目を母数として、そのうち「適」の占める
　割合によって評価します。

適 正 化 事 業 に 係 る 指 導 結 果適 正 化 事 業 に 係 る 指 導 結 果

評　価
件　数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他
4375 20 3 2 2

◆　当実施機関は貨物自動車運送事業法第39条 1 項の規定に基づき、トラック協会の会員／非
会員問わず全ての貨物自動車運送事業者（所）を対象に、輸送の安全を阻害する行為の防止等
に係る法定遵守に関する巡回指導を行っています。令和３年１月から３月における巡回指導実
施結果と主な指摘項目は以下のとおりです。

（令和３年１月～３月）（令和３年１月～３月）

「Ａ」　90％以上　　「Ｂ」　80％以上90％未満　　「Ｃ」　70％以上80％未満
「Ｄ」　60％以上70％未満　　「Ｅ」　60％未満　　「その他」指導項目15項目以下

●巡回件数

●総合評価

○特定運転者指導

●指摘件数上位 3項目（事業所数）

「適」70件

「否」33件

○点呼の実施

「適」111件

「否」34件

○適性診断（初任・適齢） ○適性診断（初任・適齢）　否の詳細

「適」84件

対面点呼一部未実施

日報との齟齬あり

点呼のタイミング不適切

中間点呼未実施

・業務を優先し、受診を後回しにしてしまい、その後未受診である。
・65歳で受診するが、その後3年ごとの受診を失念していた。要因

「否」25件

41％
24％
21％
14％

○点呼の実施　否の詳細

初任運転者診断未受診

適齢運転者診断未受診

・運行管理者の業務多忙により、点呼が実施できない。要因

76％

24％

事故歴未把握

未掲示

○特定運転者指導　否の詳細

・全員の記録をセーフティーラリーで取得し、雇入れ時は未取得である。
・雇入れ時の運転者の事故歴を口頭確認で済ませている。要因

97％

3％



主たる事務所や営業所の名称、位置の変更
営業所配置の事業用自動車数の変更
自動車車庫の位置及び収容能力の変更
休憩・睡眠施設の位置、収容能力
休憩・睡眠施設の保守、管理
役員・社員・特定事業者等届出事項の変更
自家用貨物自動車の違法な営業類似行為
名義貸し、事業の貸渡し等
事故記録の記録、保存
自動車事故報告書の提出
運転者台帳の作成、保存
車両台帳の作成、記入等
事業報告書及び事業実績報告書の提出
運行管理規の制定
運行管理者の選任、届出
運行管理者の定期的な受講
事業計画による必要な運転者数の確保
過労防止の勤務時間、乗務時間等の適切な管理
過積載による運送
点呼の実施及びその記録、保存
運転日報の作成・保存
運行記録計による記録や保存・活用
運行指示書の作成、指示、携行、保存
乗務員に対する指導監督の実施
特定の運転者に対する特別な指導の実施
特定の運転者に対する適性診断の受診
整備管理規程の制定
整備管理者の選任、届出
整備管理者の定期的な受講
日常点検の実施
定期点検の実施、保存
就業規則が制定され、届出されているか。
３６協定の締結、届出
労働時間や休日労働の管理
健康診断の実施、記録・保存
労災保険・雇用保険の加入
健康保険・厚生年金保険の加入
運輸安全マネジメントの実施

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1

2

3

4

5

6

7

指　導　項　目　一　覧指　導　項　目　一　覧



（令和３年　１月～３月）

巡回指導時の輸送量・運賃収受等に関わる
アンケート調査結果

上段：件数（単位＝件）
下段：比率（単位＝％）

荷　主　別　区　分
コード 業　種 業種内訳・主な輸送品目

02

03

04

05

06

金属
（鉄鋼・非鉄）

自動車

機械・電機

石油・化学

その他製造業

荷主：鉄鋼、銅、アルミ、その他金属メーカー
　鋼材、銅・アルミ材、鉄鋼二次製品…その他
　（製鉄原料、スクラップ等も含む）

荷主：自動車・関連部品メーカー
　完成車、部品…その他
　（2輪車、重機等も含む）

荷主：機械・電機メーカー
　工作・精密・一般機械・家電・重電・電子機器
　…その他

荷主：石油精製・化学メーカー
　軽・重油、ガソリン、油脂、
　化学薬品、化学繊維、樹脂…その他

荷主：01～05以外のメーカー全て
　紙、繊維、衣料品、家庭用品、家具・什器、
　医薬・化粧品、事務用品、玩具…その他

01 食料品
荷主：食品メーカー
　加工食品・食材、乳製品、菓子類…その他

輸送量増減

増加 横這 減少 上昇 横這 下降

運賃収受
調査件数

15

製

　造

　業

製 　 造 　 業 　 計

非

　製

　造

　業

07

08

09

10

11

12

流通・サービス

建設・土木

運輸・倉庫

農林・水産

廃棄物

その他非製造業

荷主：百貨店、スーパー、コンビニチェーン
　上記で扱うもの全て

荷主：ゼネコン、資材リース、生コン業者
　生コン、土石、鉄骨、建築資材、仮設資材、
　建設用重機…その他

荷主：陸海運輸、倉庫業者、商社
　上記の下請け（扱うもの全て）
　海上コンテナ

荷主：農・林・水産業者、農・漁協
　米・その他穀類、野菜、魚介類、木材
　…その他

荷主：自治体、清掃組合、一般企業
　一般・産業廃棄物、し尿…その他

荷主：新聞、出版、電力、ガス、その他個人・法人
　宅配・航空・引越貨物、書籍・印刷物、郵便、
　石油・LNG・石炭…その他

非　製　造　業　計

全　　業　　種　　合　　計

※調査方法：主要荷主１社を対象に前年同期比を確認

3 5 7 2 10 3

100 20 33.3 46.7 13.3 66.7 20

13 1 5 7 1 9 3

100 7.7 38.5 53.8 7.7 69.2 23.1

27 1 9 17 0 22 5

100 3.7 33.3 63 0 81.5 18.5

10 2 2 6 1 6 3

100 20 20 60 10 60 30

5 1 1 3 0 5 0

100 20 20 60 0 100 0

23 2 10 １１ 0 18 5

100 8.7 43.5 47.8 0 78.3 21.7

93 10 32 51 4 70 19

100 10.8 34.4 54.8 4.3 75.3 20.4

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

18 0 6 12 1 14 3

100 0 33.3 66.7 5.6 77.8 16.6

5 0 2 3 0 3 2

100 0 40 60 0 60 40

3 1 0 2 1 2 0

100 33.3 0 66.7 33.3 66.7 0

1 1 0 0 0 1 0

100 100 0 0 0 100 0

17 4 8 5 2 12 3

100 23.5 47.1 29.4 11.8 70.6 17.6

44 6 16 22 4 32 8

100 13.6 36.4 50 9.1 72.7 18.2

137 16 48 73 8 102 27

100 11.7 35 53.3 5.8 74.5 19.7

巡回指導時に実施したアンケート結果は下記の通りです。
■主なアンケート内容：輸送品目、輸送量・運賃収受等の前年比較

○輸送量の増減・運賃収受動向総括表 データ



〔概況〕
　新型コロナウイルスの影響により、全体的に減少傾向が見受けられる。

輸送量増減・運賃収受の動向（令和3年1月〜3月）

1．輸送量の増減

〔概況〕
　新型コロナウイルスの影響により、全体的に横這いもしくは下降傾向が見受けられる。

2．運賃収受

〈自動車〉関連事業者 〈機械・電機〉関連事業者

〈製造業〉関連事業者 〈非製造業〉関連事業者

〈自動車〉関連事業者 〈機械・電機〉関連事業者

〈製造業〉関連事業者 〈非製造業〉関連事業者

増　加

横　這

減　少

増　加　

横　這　

減　少

増　加

横　這

減　少

増　加

横　這

減　少

令和2年1月～3月 令和3年1月～3月

上昇 下降横這上昇 下降横這

令和3年1月～3月

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

令和2年1月～3月 令和3年1月～3月
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３．書面化関係

４．ドライバー関係

５．車両関係

運送契約書の締結状況

【充足している主な理由】
　・仕事量をドライバー数に合わせ減少させたため
【不足している主な理由】
　・募集をかけても応募がない、定着率が悪い、高齢化による退職者の補充ができていない 等

【採用したい主な理由】
　・高齢ドライバーと交代させたい
　・若い労働力が欲しい

締結している

準備中

していない

運送引受書の取り交わし状況

交わしている

交わしていない

必要性を感じない

ドライバーの採用・確保状況 ドライバー不足による問題

輸送依頼を断る

傭車に出す

ドライバーの
労働時間増加

その他

募　集　方　法

ハローワーク

民間求人

派遣会社を利用

知り合いへ声掛け

その他

若年層・女性ドライバーの採用について

全営業所の合計車両数

充足している

不足している

採用したい

採用しない

5両未満
5～10
11～20
21～30
31～50
51～80
81～100
101両以上

54%54% 46%46%

10%10%

76%76%

20%20%

4%

10%

7%

52%52%

49%49%

31%31%

19%19%

1%1%

0%0%

23%23%

15%15%

93%93%

25%25%

10%10%

8%8%
11%11% 17%17%

2%2%
22%22%

5%5%

80%80%

10%10%
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【業務課からのお知らせ】

】計年【】　【３月

支部地域別死者数
【３月】

第一 第二 第三 第四 尾東 尾西 知多 西三 東三 高速
  1　　   0　 　　0　　　 3       1        6        2        3       4       1

 -3       -1      -3        2       -4         2       -4        -7        1         0
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

【３月】 【年計】

会員※

第一原因※

※事業用の内数。第一原因数は自己調査の進捗により、変更になる場合があります。

・愛知県内事故状況（2021年３月31日現在）

件数 死者数 負傷者数 件数 死者数 負傷者数

前年比

発生数

支部月計

）％（率減増

年計
前年比

事業用
件数 死者数 件数 死者数

0                 0                 0                 0
0                 0                 0                 0

・2021年愛知県内交通事故死者数（昨年対比）

2,130 4 2,501 5,921 21 6,941
-71  -7 -98 -855 -1,190
-3.2 -63.6 -3.8 -12.6 -14.6

1 1  2  2

愛知県内事業用貨物自動車死亡事故発生数
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「標準的な運賃」の届け出について

〜運行管理者試験に合格された方〜  

令和２年４月に国土交通省より告示された標準的な運賃は、令和６年度から

時間外労働（年間 960 時間）の上限規制が適用されること等を踏まえ、運転者

の労働条件を改善し、トラック運送業が今後も引き続き安定的な輸送サービ

スを提供していくために設けられたものです。

会員各位におかれましては本趣旨をご理解いただき、積極的に「運賃及び料

金の設定（変更）届」をご提出いただいた上で、是非運賃交渉にご活用下さい。

愛知県トラック協会特設サイト
https://ssl.aitokyo.jp/standard-fare/

全日本トラック協会特設サイト
https://www.jta.or.jp/rodotaisaku/hatarakikata/kaisei_jigyoho_202008.html

〜助成金を申請する際の注意点〜

５月７日（金）より、本年度の助成金申請書の受付を開始致します。助成

金申請書をご提出の際、下記の点にご協力をお願い致します。

・４月定期発送で同封した「令和３年度助成事業のご案内」をよく確認すること。

・愛知県トラック協会のHPで本年度の申請書類一式がダウンロード可能。

　昨年度の申請書類は使用禁止。

・用紙はＡ４サイズに統一する。

・申請書表紙に代表社印を２カ所（右上の代表者名と捨て印）押印する。

・郵送での提出の場合は、返信用の封筒を同封する。

令和２年度第２回運行管理者試験に合格された方は、運輸支局に資格者証

の交付申請手続きをされて下さい。合格発表から３ヶ月以内に申請を行わ

ないと、合格が無効となりますのでご注意下さい。



DD06

SD36

SD37

WD04

DP18

DP19

AC19

AC20

FW06

EM06

EM07



116.50103.80  93.00 109.00   93.70  85.70 122.50 102.80   91.00 122.50  98.50  85.70

116.50 108.00   96.50

102.00   98.20   93.00 

106.30 106.30 106.30  

98.80   98.80   98.80       

94.70  91.90  89.00 

96.60  92.30  85.70

109.00  94.80  90.30 

96.80  93.40  89.90

122.50 101.90  91.00

112.80 107.50 104.60 

95.20   95.20   95.20 

122.50 102.30   89.00

102.00   95.70   85.70

112.80   98.40   90.30

98.80   94.20   89.90

113.00106.90 100.00

116.50 101.70   93.00

 

109.00  94.70  85.70 

96.80  93.60  89.00 

95.40  92.60  90.80

122.50 106.40   91.00 

112.80 101.50   93.00

96.60   96.60   96.60   

 ３

102.00

116.00

106.00

95.00

100.00

101.50

104.00

104.00

102.00

105.00

109.00

110.50

116.50

98.00

88.50

81.70

83.50

88.20

90.20

92.20

89.20

89.30

90.60

94.60

98.80

103.80

87.00

74.90

66.00

70.40

76.60

81.40

81.00

80.00

79.00

81.00

84.00

90.10

93.00

99.00

89.00

82.90

85.00

89.00

92.00

92.00

92.00

92.00

84.20

100.00

103.00

109.00

85.20

71.90

66.60

72.40

76.60

79.90

80.20

79.50

78.30

80.90

85.10

88.50

93.70

122.00

114.00

103.00

99.00

107.00

110.00

113.50

113.50

112.50

111.50

115.50

118.50

122.50

72.00

65.20

59.50

65.30

69.30

74.80

77.10

76.90

75.30

77.30

81.10

82.70

85.70

103.20

93.60

83.80

85.10

86.40

92.80

92.30

92.90

90.10

92.10

96.20

98.60

102.80

94.30

81.20

73.00

71.40

77.90

83.90

82.70

81.20

80.10

80.20

82.40

87.10

91.00

令和２年　 3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

令和３年　 1月

2月

3月

122.50101.80  85.70

116.50  97.60  89.00 

96.60  93.40  90.80－ 　 － 　 －

－ 　 － 　 －

※こちらの情報はあくまで暫定値のため、正確な情報はWEBにてご確認ください。
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名古屋第一支部   

( 7 日）支部役員会   

( 9 日）交通安全啓発活動（西署）  

(10 日）交通安全啓発活動（千種署）  

(15 日）交通安全啓発活動（中署）   

名古屋第二支部    

( 6 日） 支部役員会   

        交通安全啓発活動（瑞穂）   

 

名古屋第三支部    

( 9 日）成田講    

(15 日）交通安全教室   

(20 日）安協港支部 役員会   

（22 日） 役員会   

  

名古屋第四支部    

（13 日） 中川会　役員会   

（16 日） 役員会   

（27 日） 通常総会 /トラック・セーフティ・ラリー

　　　 　　　　　無事故・無違反認定証授与式  

  

尾東支部    

（ 7 日） 瀬戸旭・守山部会 

　　　 飲酒運転防止キャンペーン（尾張旭）  

（ 9 日） 小牧部会 一斉大監視活動  

（14 日） 瀬戸旭・守山部会 

　　　 交通安全啓発キャンペーン（瀬戸）  

　　　 春日井部会 オンラインセミナー  

（19 日） 青年部会 定例会   

（21 日） 支部三役・理事会   

月支 部 行 事支 部 行 事
４

尾西支部 

（ 7 日） 第三班　交通安全啓発活動  

（15 日） 第一班役員会   

（16 日） 特別積合せ部会一宮ブロック通常総会  

（21 日） 第三班通常総会   

（22 日） 第一班通常総会/交通安全祈願祭/事故防止講習会 

（23 日） 第二班通常総会   

知多支部    

（16 日） 知多陸青会　役員会   

（21 日） 支部通常総会・経営セミナー

  

西三支部    

（ 5 日） 安城部会　青年部総会   

（ 8 日） 刈谷部会　役員会   

（13 日） 碧南部会　交通安全パレード  

（14 日） 豊田部会　役員会   

（15 日） 碧南部会　交通安全教室　西端小学校  

（16 日） 碧南部会　役員会   

（20 日） 碧南部会　交通安全教室　大浜小学校  

（21 日） 岡崎部会　幹事会   

　　　 豊田部会　令和 3年度定時総会、役員会、定例会 

（22 日） 安城部会　定期総会   

（23 日） 刈谷部会　通常総会   　

　 西尾部会　役員会   

 碧南部会　定時総会   

（27 日） 碧南部会　交通安全教室　中央小学校  

 

東三支部    

（ 9 日） 支部役員会   

（10 日） 新城南北設楽陸運協会　定例会  

（17 日） Ｍ-ＮＥＴ　通常総会   

 田原陸運協会　定例会   

（21 日） 豊橋陸運協会　定例会   

 豊川陸運協会　役員会   



海上コンテナ部会（山本部会長）　

○実務委員会三役会、ＮＵＣＴ、ＮＵＴＳ電算との打合せ

　　　　　　　　　　　　　　　（服部実務委員長）

　　月　日：令和３年３月９日（火）

　　場　所：ＮＵＣＴ 

　　内　容：第三世代ＲＦＩＤタグ等について

○愛知運輸支局輸送・監査課　訪問（山本部会長）

　　月　日：令和３年３月１２日（金）

　　場　所：愛知運輸支局

○令和２年度第６回運営委員会（山本部会長）

　　月　日：令和３年３月１３日（土）

　　場　所：三重県

○ターミナルパトロール・実務委員会

　　　　　　　　　　　　　　（服部実務委員長）

　　月　日：令和３年３月１７日（水）

　　場　所：木材会館

　

○西部臨海工業地帯安全輸送協議会

　　　　　　　　　　　　　　（服部実務委員長）

　　月　日：令和３年３月１８日（木）

　　場　所：西部臨海地区内・木材会館

　

○中部運輸局自動車交通部貨物課　訪問

　　　　　　　　　　　　　　　　（山本部会長）

　　月　日：令和３年３月２９日（月）

　　場　所：中部運輸局

　○第３回カーボンニュートラルポート検討会

　　　　　　　　　　　　　　（服部実務委員長）

　　月　日：令和３年３月３０日（火）

　　場　所：愛知県トラック会館

委　員　会

部　　会 ３月中の活動状況

　

★ご注意下さい★

 不正軽油は使用しないで下さい ! 

見出し→平成Ｍ　Ｗ９



●５月の活動予定 ……………………………………………………

  12 日 ( 水 )　　　第２回総務・事業合同委員会

  13 日 ( 木 )　　　第２回研修委員会

　19 日 ( 水 )　　　第２回理事会

　

Welcome!

青年部会　会員募集中！
青年部会とは？
　愛知県トラック協会の会員事業者で、50歳以下の経営者、

もしくはこれに準ずる方で構成されており、研修セミナーや各イベントを

部会員自ら企画・実行することにより、自己研鑽を行っています。

　また、部会員相互の情報交換、交流などを密に行うことにより、

青年部会ならではのネットワークを形成し、事業に役立てています。

　　　
　　　全日本トラック協会ＨＰに青年部会ページができました
    　  http://www.jta.or.jp/sub_index/seinen.html
　全国、各県の青年部のお知らせが載りますので、是非ご覧ください。どなたでも閲覧可能です。

　令和３年３月１８日 (木 )にオンライン上での会員交流を目的とした「オンラインサロン」を

初開催し、青年部会員計２０名が参加しました。

　この事業は、テーマに沿った内容に基づき、グループワークによって参加者がオンライン上で

自由に話し合うことができるのが特色です。今回は今後の業界地位向上において重要な役割を果

たすと見込まれる「ホワイト物流推進運動」及び「働きやすい職場認証制度」を取り上げました。

○　第１回 オンラインサロンを開催　○



 

 

  
 

 

 

2  

 
 3 3  

 

 

      

 

 

     

 

    

467-8555 12-6 

TEL 052-825-5000  E  ata-female@aitokyo.jp 

 

  

 

WEB  
 

 

 

 

  
 

 

 

2  

 
 3 3  

 

 

      

 

 

     

 

    

467-8555 12-6 

TEL 052-825-5000  E  ata-female@aitokyo.jp 

 

  

 

WEB  
 

 



ＳＴＯＰ！熱中症  クールワークキャンペーン

令和３年５月１日から９月３０日まで（準備期間：４月、重点取組期間：７月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主唱：厚生労働省、労働災害防止団体等

STOP！熱中症 クールワークキャンペーン 
令和 3年 5月 1日から 9月 30日まで（準備期間：4月、重点取組期間：7月）主唱：厚生労働省、労働災害防止団体等 
 

熱中症とは 

 熱中症は、高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能がう

まく働かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感な

どの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります（図）。 

 気温が高い、湿度が高いなどの環境条件と、体調が良くない、暑さに体が慣れていないなどの

個人の体調による影響とが組み合わされることにより、熱中症の発生が高まります。 

 また、屋外で活動しているときだけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し、救急搬送され

たり、不幸にも亡くなられたりすることもある恐ろしい疾患です。 
 

図 【熱中症の症状と分類】 

分類 症状 重症度 
Ⅰ度 めまい・失神：「立ちくらみ」という状態で、脳への血流が瞬間的に不十分になったことを示

し、“熱失神”と呼ぶこともあります。 
筋肉痛・筋肉の硬直：筋肉の「こむら返り」のことで、その部分の痛みを伴います。発汗に伴

う塩分（ナトリウム等）の欠乏により生じます。これを“熱けいれん”と呼ぶこともあります。 
大量の発汗 

 
小 
 
 
 
 
 
 
 
 
大 

Ⅱ度 頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感：体がぐったりする、力が入らないなどが

あり、従来から“熱疲労”といわれていた状態です。 
Ⅲ度 意識障害・痙攣・手足の運動障害：呼びかけや刺激への反応がおかしい、体がガクガクと引

きつけがある、真直ぐに走れない・歩けないなど。 
高体温：体に触ると熱いという感触があります。従来から“熱射病”や“重度の日射病”と

言われていたものがこれに相当します。 
 

作業に関して次の対策をとりましょう 

① 作業の状況などに応じて、「作業の休止時間・休憩時間の確保と、高温多湿作業場所での連続作

業時間の短縮」、「身体作業強度（代謝率レベル）が高い作業を避けること」、「作業場所の変更」

に努める。 
 ② 熱に慣れ、その環境に適応する期間（熱順化期間）を計画的に設ける。 
③ 自覚症状の有無に関わらず、作業の前後、作業中の定期的な水・塩分

の摂取を指導する。 
摂取を確認する表の作成、作業中の巡視における確認などにより、

その摂取の徹底を図る。 
 ④ 熱を吸収する服装、保熱しやすい服装は避け、クールジャケット

などの、透湿性・通気性の良い服装を着用させる。 
⑤ 高温多湿作業場所の作業中は、巡視を頻繁に行い、作業者が定期

的に水分・塩分を摂取しているかどうか、作業者の健康状態に異常

がないかを確認する。なお、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合に

おいては、速やかに、作業の中断などの必要な措置を講じる。 
 
 

健康に関して次のことに注意しましょう 

 ① 熱中症発症に影響のある糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等の場合（有所見、治療中）は就

業場所について医師と相談する。また、労働者にも熱中症に注意が必要なことを教える。 
 ② 睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症発症に影響があります。日常の

健康管理に注意する。 
 ③ 作業開始前、作業中の巡視により労働者の健康状態を確認する。 
 
 
 

か：風通しをよくする 
き：休憩をとる 
く：クーラーを使う 
け：健康管理は日頃から 
こ：こまめに水分補給 



熱中症の教育の実施と救急処置 

① 熱中症の予防に必要な対策について、作業管理者、労働者に必要な教育を行う。 
 ② 救急処置については、緊急連絡網の作成、周知を行うとともに、裏面の熱中症を疑わせる症状

が現れた場合は必要に応じて救急隊の要請等を行う。その間、涼しい環境への避難や脱衣・冷却

なども必要です。次の場合は救急隊要請や医療機関への搬送が必要です。 
・ 意識がなく、呼びかけに応じない、返事がおかしい、全身が痛いなどの場合 
・ 意識があるが水分を自力で摂取できない場合 
・ 意識があり、水分を自力で摂取できるが熱中症の症状が回復しない場合 

 
暑さ指数を把握し、基準値を超えている場合はその低減を図りましょう  

暑さ指数は、正式には WBGT（湿球黒球温度）値と言われ、湿
度、輻射熱、気温の 3つを取り入れた指標で、単位は気温と同じ摂
氏度（℃）で示されますが、その値は気温とは異なります。値は、

乾球温度、湿球温度、黒球温度をもとに算出します※。 
高温多湿の場所での作業では、測定器や乾球・湿球温度計などで

暑さ指数を把握し、基準値を超えるおそれのある場合は冷房等によ

り作業場所の暑さ指数を下げることや、休憩場所の整備を図るなど

の対策を講じましょう。 
※ 暑さ指数は、環境省「熱中症予防情報サイト」から、現況

と予測を知ることができます。http://www.wbgt.env.go.jp/ 
 

熱中症で注意すること 

 ● 暑さの感じ方は人によって異なります！ 

体調や暑さに対する慣れなどが影響して、暑さに対する抵抗力（感受性）

は個人によって異なります。自分の体調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に

合わせて、万全の予防を心がけましょう。 
 ● 高齢の方は特に注意が必要です！ 
   熱中症患者の多くは高齢者（65歳以上）です。高齢者は暑さや水分不足に 
対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調節機能も低下しています。 

   のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給し、暑さを感じなくても扇風機やエアコン

を使って温度調整をするように心がけましょう。 
 ● まわりが協力して、熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です！ 
   一人ひとりが周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼びかけ合うことで、発生を防ぐことがで

きます。 
● 暑熱環境下における新型コロナウイルス感染症予防について作業管理が必要です！ 

   新型コロナウイルス感染症予防のためマスク着用をはじめとする感染拡大防止策が実施されて

いますが、暑熱環境下においては、人と十分な距離距離（少なくても２ｍ以上）を確保できるよ

う作業計画や作業方法を工夫するとともに、作業に応じ、あるいは休憩、打合せ、移動、人との

対話などにおいて人と十分な距離を確保できないときは、作業強度や人と接する密度や時間など

を踏まえた上で、環境に配慮した適切な感染症予防対策を講じましょう。 
 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

31℃以上

28～31℃
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豊 橋 事 務 所

〒460-0026　名古屋市中区伊勢山二丁目5番21号

TEL（052）715-5101
TEL（052）715-5103

　名古屋第一事務所
　名古屋第三事務所

TEL（052）715-5102
TEL（052）715-5104

TEL（0532）57-5188　名古屋第二事務所
　名古屋第四事務所 〒440-0886　豊橋市東小田原町48番

　　　　セントラルレジデンス　202号

　　　　

　　　　　

www.chukokyo.jp

詳細は、
ホームページへ

スマホにも
対応しています！
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